
霞が関の働き方改革を加速するための懇談会（第１回）議事概要 

 

○日時：平成 28 年３月 14 日（月）８:45-10:15 

○場所：中央合同庁舎第８号館８階特別大会議室 

○出席者：河野国家公務員制度担当大臣 

（民間有識者）小室淑恵氏（座長）、青野慶久氏、弥富洋子氏、小林良成氏、白河桃子氏 

（国家公務員）男性職員３名、女性職員３名 

 

○概要 

(１) 懇談会の運営について、資料１のとおり了承。 

 

(２) 国家公務員メンバーから、国家公務員メンバー間で事前に議論した問題意識や課題につい

て、資料２に沿って説明。主な内容は以下のとおり。 

・働き方改革を加速するため、働き方改革を「自分ごと」にすることが重要。働き方改革を

「国家公務員が、国民のための質の高い政策を立案・遂行するために十分に能力を発揮す

るとの観点から見た際の弊害の除去」と定義づけ、意義の理解醸成に努めたい。 

・働き方改革を現場のマネジメントの話に寄せすぎてはいけない。日々発生する新たな重要

課題に迅速に対応するためには仕事のプライオリティ付けが必須だが、霞が関ではこれが

困難で、業務量がさらに膨れあがっている。「仕事をやめるサイクル」を作る必要がある。 

 

(３) その後、本懇談会の取り組むべき課題や霞が関で働き方改革を加速する意義を明確化する

ために、付箋を使ったワークを実施。挙げられた項目は以下のとおり。 

 

＜霞が関の働き方の問題点・課題＞ 

・長時間労働＝美とされ、評価される 

・時間がコストという意識が低い 

・管理職のマネジメント意識、スキルの低さ（タイムマネジメント、部下の育成など） 

・管理職の評価の問題（時間制約のある人を活用するインセンティブがない） 

・忙しくてインプットの暇がない 

・テレワークを含め、ＩＴ化が進んでいない 

・資料の多さと過剰品質が求められる 

・会議が長い、多い 

・意思決定、調整に時間がかかる 

・改善のサイクルが回っていない 

・仕事のプライオリティ付けができていない、やめられない 

 

＜霞が関の長時間労働によって失われている国益＞ 

・政策立案能力の低下（疲労・時間不足等で頭を使う仕事が十分できない） 

・時代の変化への柔軟な対応ができない 

・世間とのズレで適切な政策が立てられない 

・費用対効果が低い 

・優秀な人材を採用できない 

・時間制約職員の能力を活用できていない 



・関連する業界への影響 

・家族への負担 

・地域に参画できない 

・メンタル疾患、過労死 

 

(４) 小室座長から、霞が関の長時間労働によって失われている国益について、資料３に沿って

説明。主な内容は以下のとおり。 

①人口ボーナス→オーナス期への転換に応える新しい政策を出せない。 

②今後、育児・介護で仕事のできる人数が減ることに対応できていない。 

③国家公務員の配偶者が活躍できない。 

④霞が関からのオーダーで民間企業が長時間労働化している。 

 

(５) 小林良成氏から、働き方改革を徹底した事例として、ＳＣＳＫの取組について、資料４に

沿って説明。主な内容は以下のとおり。 

  ・働き方改革に取り組み、残業時間縮減（４年で 27 時間⇒18 時間）・有給取得促進(４年で

12.0 日⇒19.2 日)と営業利益の増加を達成したこと 

・その際、トップのイニシアティブでお客様も巻き込みながら、全社を挙げて徹底した取組

をし、ついには「夜遅くまでいる社員」「休まない社員」を「良い社員」とする風潮を変え

ていったこと 

・管理職の「評価」において働き方改革の成果を重視することがポイントであること 

・実施した取組はあきらめずにやり続けることが重要であること。一定期間継続すれば効果

が組織内に体感され、好循環が回るようになること 

 

また、これを受けて、メンバーから以下の意見があった。 

・トップが先頭に立って、お客様にもご理解いただける形で取り組まれているところが素晴

らしい。 

・働き方改革を組織に浸透させ、継続することが重要。 

 

(６) 今後の具体的アクションに向けて、まず優先して取り上げる課題として、以下の事項を議

論する必要があるという意見があり、次回以降の議題としていくこととなった。 

 ・テレワーク 

 ・ＩＴ活用などによる会議・資料管理等業務の合理化 

 ・管理職の意識やスキル 

  ・仕事を改善していくサイクル 

  ・国会対応業務          など 

 

(７) 河野国家公務員制度担当大臣からご挨拶をいただいた。 

 

(８) 最後に、今後、職員からの意見募集を行うことについて、資料６に沿って説明があった。 

 

※ 第２回会合は４月 18 日（月）に開催予定。 

以上 


